
 

 

 

 

 

 

 

志津小学校いじめ防止基本方針 
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１ はじめに 
いじめは、いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の

健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命、身体に重

大な危険を生じさせるおそれがあるものであり、絶対に許されない行為である。し

かし、心身の成長過程にある児童においては，何らかの理由により、だれもが被害

者にも加害者にもなり得る可能性がある。 

本校では，いじめ防止対策推進法に基づき、「いじめ」のない学校づくりを推進

するために、いじめ問題については隠蔽や虚偽のないよう正確に丁寧な説明を行う

とともに、学校・家庭・地域・関係機関が一丸となって対応できるよう「志津小学

校いじめ防止基本方針」を策定する。 

 

 

２ いじめの定義 

「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している 

等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響 

を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該 

行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

いじめ防止対策推進法（第２条） 

（１）定義に基づくいじめの判断 

ア 個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすること

なく、いじめられた児童生徒の立場に立つことが必要である。 

イ いじめには、多様な態様があることに鑑み、法の対象となるいじめに該当する

か否かを判断するに当たり、「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定し

て解釈されることのないよう努めることが必要である。 

ウ 本人がいじめを否定する場合が多々あることを踏まえる。 

エ いじめの認知は、特定の教職員のみによることなく、「学校いじめ対策組織」

を活用して行う。 

オ 「一定の人的関係」とは、学校の内外を問わず、同じ学校・学級や部活動の児

童生徒や、塾やスポーツクラブ等当該児童生徒が関わっている仲間や集団（グル

ープ）など、当該児童生徒と何らかの人的関係を指す。 

カ 「物理的な影響」とは、身体的な影響のほか、金品をたかられたり、隠された

り、嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。けんかやふざけ

合いであっても、見えない所で被害が発生している場合もあるため背景にある事

情の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に着目し、いじめに該当するか否かを

判断するものとする。 

キ インターネット上で悪口を書かれた児童生徒がいたが、当該児童生徒がそのこ

とを知らずにいるような場合など、行為の対象となる児童生徒本人が心身の苦痛

を感じるに至っていないケースについても、加害行為を行った児童生徒に対する

指導等については法の趣旨を踏まえた適切な対応が必要である。 

ク いじめられた児童生徒の立場に立って、いじめに当たると判断した場合にも、

そのすべてが厳しい指導を要する場合であるとは限らない。例えば、好意から行

った行為が意図せずに相手側の児童生徒に心身の苦痛を感じさせてしまったよう

な場合や、軽い言葉で相手を傷つけたが、すぐに加害者が謝罪し教員の指導によ



 

 

らずして良好な関係を再び築くことができた場合等においては、学校は、「いじ

め」という言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応による対処も可能である。た

だし、これらの場合であっても、法が定義するいじめに該当するため、事案を法

第２２条の学校いじめ対策組織へ情報共有することは必要となる。学校は、行為

を行った児童生徒に悪意はなかったことを十分加味した上で対応する必要があ

る。 

ケ 具体的ないじめの態様としては、以下のようなものがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）留意点 

児童生徒が行った行為がいじめを意図して行った行為ではなく、また、１回のみ

で継続して行われた行為ではなくても、その行為によって児童生徒が心身の苦痛を

感じている場合は、いじめとして認知して適切に対応する必要がある。 

（１）で挙げた「いじめ」の中には、犯罪行為として取り扱われるべきと認めら

れ、早期に警察に相談することが重要なものや、児童生徒の生命、身体又は財産に

重大な被害が生じるような、直ちに警察に通報することが必要なものが含まれる。

これらについては、教育的な配慮や被害者の意向への配慮の上で、早期に警察に相

談・通報の上、警察と連携した対応を取ることが必要である。  

（「いじめの防止等のための基本的な方針」より（以下国の基本方針）） 

 

 

３ いじめの視点 

  国の基本方針に基づき、いじめについて以下の（１）～（４）の視点を明確

にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、嫌なことを言われる 

○ 仲間はずれ、集団による無視をされる 

○ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする 

○ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴られたりする 

○ 金品をたかられる 

○ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする 

○ 嫌なことや恥ずかしいこと、危険なことをされたり、させられたりする 

○ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷や嫌なことをされる 等 

（１）いじめは、どの子供にも、どの学校でも、起こりうるものです。 

 （２）いじめは、子供が時と場合により、被害者になったり、加害者になったりする

経験をもつことが多く見られます。 

 （３）『暴力を伴わないいじめ』であっても、何度も繰り返されたり、多くの者から

集中的に行われたりすることで、『暴力を伴ういじめ』とともに、生命又は身

体に重大な危険を生じさせる可能性があります。 

 （４）学級や部活動等の所属集団の構造上の問題(例えば無秩序や閉塞性)、いわゆる

『観衆』として、はやし立てたり面白がったりする存在や、『傍観者』的な存

在にも注意を払い、集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成されるように

することが重要です。 



 

 

４ 学校いじめ対策の組織 

 

 校長  

                      

 教頭  

           （４）いじめ緊急会議 

 

 

 

 

（３）いじめ対策会議 

 

 

 

（２）生徒指導情報交換会議 

 

 

 

（１） 学年会議 

 

 

 

（１）学年会議 

  ○メンバー：各学年学級担任 

  ・常時 

・いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報の収集と記録 

 

（２）生徒指導情報交換会議（しづっこ会議）※いじめ情報交換を含む 

○メンバー：全教職員 

   ・毎週火曜日開催 

・いじめに関する情報や意見の交換 

   ※情報については記録し、内容については個人情報に関わるので扱いには十

分に気をつける。 

 

（３）いじめ対策会議 

○メンバー：校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、学年主任、養護教諭 

・各期に１回程度開催（年３回） 

・学校いじめ対策の中心組織 

・具体的な年間計画等の作成、見直し 

・いじめの相談、通報窓口（教育相談担当者） 

・学校いじめ防止等の取り組みが計画的に進んでいるかのチェック 

 

 

校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、 

学年主任、養護教諭 

校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、学年主任、養護教諭 

全教職員 

各学年学級担任 



 

 

（４）いじめ緊急会議（ケース会議） 

     ○メンバー 

校長、教頭、教務主任、生徒指導主任、学年主任、養護教諭 

必要に応じて関係学年主任、関係学級担任 

       ・いじめ情報があった場合、迅速に招集 

・情報の収集と記録 

・具体的な対応策と情報の共有 

 

５ いじめの未然防止策 

 いじめの未然防止で一番重要なことは、きめ細かな指導と支援です。教職員が

一丸となって、すべての児童の長所を発見しながら、存在感が発揮できる教育活

動を実践していきます。また、児童に対する教職員の受容的、共感的な態度によ

り、児童一人一人のよさが発揮され、互いを認め合う関係づくりを行います。 

教職員の姿勢としては、差別的な発言や児童を傷つける発言、体罰がいじめを

助長することにもつながることについての認識をもち、温かい人間関係づくりに

心がけていきます。学校全体で暴力や暴言を排除するようにします。 

 

（１）生徒指導の機能を生かしたわかる授業の展開 

    ○それぞれの授業に於いて、生徒指導の機能を生かしたわかる授業の実践を目 

指します。 

     （ア）児童に自己存在感を与えること 

     （イ）共感的人間関係を育成すること 

   （ウ）児童に自己決定の場を与えること 

   （エ）安心・安全な風土を醸成すること 

 

（２）道徳教育の充実 

○いじめを問題と向き合う教材や情報モラルについて考える教材を取り上げ

ることを指導計画に位置づけ、いじめを絶対に許さない心情を深める授業

を工夫するとともに、人権意識の高揚を図ります。 

○思いやりや生命、人権を大切にする指導の充実に努めます。 
 

いじめ問題と向き合う教材の例 

１年 

いっしょにあそぼう／なかなおり／ダメ！／はしの上のおおかみ／二わのことり 

２年 

もうやらない！／みほちゃんと、となりのせきのますだくん／ゆっきとやっち／つよいこころ／ごみすて／ぼくたちのハッ

ピーエール 

３年 

貝がら／えがおいっぱい／よわむし太郎／悪いのはわたしじゃない／ヒキガエルとロバ／ひと言の勇気 

４年 

ほっとけないよ／いじめをなくすためにできること／プロレスごっこ／人によって態度を変えるのはだめ？／わかってく

れてありがとう 

５年 

SNSいじめ／わたしとあなたの「ふつう」はちがう／モントゴメリーのバス 

６年 

友達だからこそ／ブランコ乗りとピエロ／ひきょうだよ／みんなが幸せに暮らせる社会へ／志を得ざれば、再びこの地

を踏まず 

 



 

 

生命を尊重する心を育てる教材の例 
１年 

ハムスターの赤ちゃん／いのちのはじまり／ひとつぼし／たのしかったハイキング 

２年 

春がいっぱい／やっと会えたね／しあわせの王子／虫が大すき 

３年 

ベランダのツバメ／ヒキガエルとロバ／光祐くんのアサガオ 

４年 

受けつがれてきた命／十さいのプレゼント／タイガとココア／世界の子どもたちのために／おばあちゃんとの思い出／

命 

５年 

稲むらの火／トキのまう空／希 

６年 

その思いを受けついで／あかはなそえじ 

 

情報モラルについて考える教材の例 
１年 

くまさんのおちゃかい 

２年 

しんじていいのかな 

３年 

おそろしいゲームいぞん／新聞係 

４年 

守りたい自分のじょうほう／かわいくない？／インターネットは便利だけど 

５年 

SNSいじめ／参考にするだけなら／ネット上の友達 

６年 

〇〇しながら 

 

（３）体験学習の充実 

    ○達成感や感動、人間関係を深められる体験活動を企画し、実施します。 

・具体例  １年生…「アサガオの栽培」「学校探検」「校外学習」 

２年生…「野菜の栽培」「町探検」「校外学習」 

３年生…「福祉教育」「校外学習」 

        ４年生…「福祉教育」「校外学習」 

         ５年生…「自然教室（小見川少年自然の家）」「校外学習」 

        ６年生…「修学旅行（鎌倉・河口湖方面）」「校外学習」 

 

（４）課外活動の充実 

○課外活動での人間関係作りに努めます。 

  ・過度の競争意識、勝利至上主義等が児童のストレスを高め、いじめを誘発す

る可能性があることを認識し、陸上練習・合唱練習を企画・実施します。 

 

（５）児童会を中心とした取り組み 

    ○児童会活動を通して、いじめ防止を訴え、解決が図れるような、自治的な活

動に取り組ませます。 

    ・いじめゼロ宣言（「はなす勇気」をもつ） 

    ・人権啓発活動を展開（人権週間、人権集会） 

 

（６）インターネットを通じて行われるいじめ対策 

○情報機器のもつ危険性や、その使い方を知らせます。 



 

 

・保護者にも協力を依頼し、互いに連携しながら指導にあたります。 

・全教育活動を通じて情報教育を行います。 

・悪質な内容を含む場合は、警察等関係機関に相談します。 

 

（７）保護者への啓発活動等 

    ○年間を通じて、いじめ問題に対する学校の認識や、指導方針を周知し、協力

と情報提供を依頼します。 

    ・学校便りや家庭教育学級、ミニ集会等を通して家庭、地域へ広く啓発活動を

行います。 

  ・「いじめ防止啓発リーフレット」の配付をします。 

 

（８）保護者の役割 

    ○保護者は、いじめ防止対策推進法第９条「保護者の責務等」の「保護者は、

子の教育について第一義的責任を有するものであって、その保護する児童等

がいじめを行うことのないよう、当該児童等に対し、規範意識を養うための

指導その他の必要な指導を行うよう努めるものとする。」に基づき、各家庭

で対応をお願いします。 

 

６ いじめの早期発見 

定期的な調査や，ささいな兆候にもアンテナを高く保ち、早期発見に努め

ます。 

（１）相談体制の整備 

○教育相談により、児童の悩みや変化に、早く気付く体制を整えます。 

  ・学級担任が、教育相談アンケート（先生への手紙）をもとに、児童一人一人

と個人面談を行います。（年間３回） 

 

  ○相談窓口の設置 

  （学校内）・校務分掌に相談窓口の担当（教育相談担当者）を置きます 

    （℡：043-487-0252）   

       ・スクールカウンセラーと連携します。 

（学校外）・「千葉県子どもと親のサポートセンター」（℡：0120-415-446） 

・「２４時間子供ＳＯＳダイヤル」 （℡：0120-0-78310） 

       ・「子どもの人権110番」（℡：0120-007-110） 

○教育相談箱の設置（保健室前、担当…養護教諭）、活用 

・児童が希望したときには、いつでも面談ができる体制を整えます。 

・保護者の相談にも対応します。 

 

（２）その他 

  ○日常的な児童観察 

・授業時間だけでなく、休み時間等も児童の人間関係を観察し、いじめの早期

発見に取り組みます。 

・アンケートをもとに、児童一人ひとりと個人面談を行います。 

・結果の集計や分析には学年を中心に、複数の教職員であたります。 



 

 

７ いじめの早期対応 

いじめを発見した場合、直ちに、いじめを受けた児童やいじめを知らせてき

た児童の安全を確保し、組織的に対応します。  

 

（１）事実の確認 

○いじめの情報を確認したら、いじめ緊急会議を招集し、複数の教職員で組織

的に対応します。 

・当該児童、関わりのある児童、全ての教職員から情報提供を得て、事実関係

を把握します。 

・具体的な情報を詳しく整理して記録します。（時系列、児童別等） 

・確認したことをもとに、事実を確定します。 

 

○指導方針を決定します。 

・いじめの状況、児童の状況と関係、家庭の状況等を考慮し、具体的な対応策

を迅速に検討します。（いじめ緊急会議） 

・全教職員が情報を共有し、今後の指導の進め方について共通の認識をもって

指導にあたります。 

 

（２）いじめを受けた児童、保護者への支援 

    ○事実関係を確実に伝えます。（電話連絡、家庭訪問等） 

   ・事実確認で把握した状況を、保護者に説明します。 

・学校の指導方針（過程）を説明し協力を依頼します。 

・状況に応じて、カウンセラーなどの専門家を活用して指導にあたります。 

 

○いかなる理由があっても、いじめられた児童を守り通す姿勢で問題の解決に 

あたります。 

・「いじめは絶対に許さない」「解決まで最善を尽くす」という姿勢をはっき 

り示し、できる限り不安を除去します。 

・複数の教職員の協力の下、当該児童の見守りを行うなど、いじめられた児童 

の安全を確保します。 

・いじめられた児童にとって信頼できる人（親しい友人や教職員、家族、地域 

の人等）と連携し、いじめられた児童に寄り添い支える体制をつくります。 

 

（３）いじめを行った児童への指導 

  ○行った行為については、毅然とした指導をします。 

    ・行った行為を振り返らせ、問題点を理解させます。 

    ・いじめは人格を傷つけ、生命、身体を脅かす行為であることを理解させ、自 

らの行為の責任を自覚させます。 

    ・必要に応じて、児童間、保護者間での話し合いの場をもち、謝罪をする等、

今後の良い人間関係の構築につながる支援をします。 

    ・自分を省みなかったり、繰り返し行ったりする場合は、警察等との連携によ

る措置も含め、毅然とした対応をします。 

 



 

 

  ○いじめを行った背景については、じっくりと話を聞き、今後の行動について 

考えさせます。 

    ・状況に応じて、カウンセラーなど、専門家を活用して指導にあたります。 

・被害児童の辛さに気付かせ、自分が加害者であることの自覚を持たせます。 

    ・被害者の気持ちを最大限に考慮しながら、指導・支援を進めます。 

    ・いじめに至った心情を振り返らせながら、今後の行動の仕方について考えさ 

せます。 

 

    ○よい面を伸ばし、自己肯定感がもてるように支援していきます。 

    ・いじめた児童生徒が抱える問題など、いじめの背景にも目を向け、当該児童 

の安心・安全、健全な人格の発達を促します。 

・自分の課題とすべき点について反省させるとともに、よい点にも目を向けさ 

せ、それを認め、伸ばすための支援を行います。 

                    

（４）いじめを行った児童の保護者との連携・協力 

○問題解決に向けて、協力を依頼します。 

・事実関係の確認後、迅速に保護者に連絡します。 

・加害児童と同席で、事実関係の確認を行います。 

・事実に対する保護者の理解や納得を得た上、学校と保護者が連携して以後の 

対応を行います。 

 

○自分の問題として向き合えない場合には、毅然とした態度で接します。 

・必要に応じて、特別の指導計画による指導のほか、さらに警察等との連携に 

  よる措置も含め、毅然とした対応をすることを伝えます。 

 

（５）いじめの「観衆」「傍観者」への指導 

  ○「観衆」としてはやし立てたりおもしろがったりする存在や、周辺で暗黙の 

了解を与えている「傍観者」にも、適切な指導をします。 

 

（６）継続的な見守り、指導、助言活動 

○表面的な変化から解決したと決めつけず、支援を継続します。 

・保護者と継続的に連絡を取り合い、変容に対する情報を伝え、継続的に支援 

します。(被害者、加害者とも) 

・被害児童には、教職員が毎日声をかけて、小さな変化も見逃さない配慮を継 

続します。 

 

（７）いじめが犯罪行為に当たる場合の対応 

○躊躇せず、関係機関に相談し、連携のもと指導にあたります。 

・児童の生命・身体の安全が現に脅かされているような重大事案及びこれに発 

展するおそれが高いと判断した場合は、直ちに警察に通報します。 

・保護者との連携を図りながら、指導を行っているにもかかわらず、いじめが 

止まらない場合は、その状況に応じて関係機関に連絡します。 

 



 

 

（８）児童や保護者からの申し立てへの対応 

  ○児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったと 

きは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とは 

言えない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして迅速に報告・ 

調査等に当たります。 

 

８ 重大事態への対処 

○重大事態とは、「生命、身体又は財産に重大な被害が生じた疑い」「相当の 

期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い」があることです。 

・自殺を企図した場合 

・身体に重大な被害を負った場合 

・金品等に重大な被害を被った場合 

・精神性の疾患を発症した場合   

・相当の期間欠席を余儀なくされた場合 
※「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間３０日を目安とします。  

ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目安

にかかわらず、学校の設置者又は学校の判断により、迅速に調査に着手します。 

○いじめられた児童や情報を提供してくれた児童を守ることを最優先としま

す。 

 

（１）事実関係を明確にするための調査 

○調査は「いじめ緊急会議」のメンバーで行います。 

 

○重大事態が発生した場合には、直ちに教育委員会・警察等に報告します。 

・「学校」→「指導課」→「教育長」→「市長」 

・一報後、改めて文書にて報告します。 

 ①認知に係る報告書 ②調査結果に係る報告書 ③事案により事故報告書 

 

○重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ（いつ頃から）、誰から行 

われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童の人間関 

係にどのような問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなど 

の事実関係を明確にします。（客観的な事実関係の速やかな調査） 

     

（２）児童・保護者への情報の提供 

    ○調査の結果については、丁寧に説明します。 

     ○事実関係の隠蔽や虚偽の説明は行いません。 

 

（３）再発防止にむけた指導の継続 

  〇再発防止に向けた指導を、関係機関と連携・協力し、継続します。 
 

９ その他 

（１）  年度末に、いじめ防止推進の取り組みについて評価を行います。 

（２）この基本方針は、年度ごとに見直し、改善していくこととします。 



 

 

（３）この基本方針は、学校ホームページにて公表します。 

 

 

平成２６年１月３０日    

平成２７年４月１日  改訂 

平成２８年４月１日  改訂 

平成２８年８月２５日 改訂 

平成２９年４月１日  改訂 

平成３０年４月１日  改訂 

  平成３０年７月２６日 改訂 

平成３１年４月２日  改訂 

令和２年４月２日   改訂 

令和３年４月１日   改訂 

令和４年４月１日    改訂 

令和５年４月１日   改訂 

                             令和６年４月１日   改訂 

令和７年４月１日   改訂 

令和８年４月１日   改訂 

 


